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大阪地裁第4回公判
～立法過程の違法性を主張!!
　朝夕は少し涼しくなったものの、日中はまだ真夏の太陽が照りつける日々の続く中、8月25日(火曜)午前11時より11時50分まで大阪地方裁判所2階202号大法廷において、障害者自立支援法訴訟・第4回口頭弁論期日(第4回公判)がありました。
　今回も傍聴券抽選に多くの方が並ばれました。公判と並行して、10時から11時半まで淀屋橋駅附近で宣伝行動が繰り広げられました。
法廷原告席は、第一次・第二次の原告の方たちが並び、傍聴席は、原告の家族や支援者で満席となる中、大阪市の原告・栂さんと吹田市の原告・岡島さんと岡島さんのお母さんが意見陳述しました。
弁護団から木下和茂弁護士が、第４準備書面を提出し、「立法過程から見た支援法の違法性」を主張しました。
被告(国・自治体)側からは、第２準備書面として「支援法は合法であり、行政に対して原告の1割負担せよという義務付け訴えは不適法である」といった主旨のものが提出されました。　
今後の公判日程として、第５回10/15、第６回12/17に続き、第７回2010年2/16、第８回4/20が決定されました。
最後に青木弁護士より、被告に対して視覚障害者のために書面のデータ提出と、傍聴者にも聞こえるよう発言の声を大きくと要望。裁判長も、傍聴者にもわかるようにしたいと答弁しました。
私たち障がい者の笑顔を守ってください！　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栂　紀久代　
　　　　　　　人は十人十色で多様な人が居るのが本来の姿です。

しかし、日本の中では、健常者のみの社会と社会環境です。２０世紀は戦後高度成長期の時代でしたが、２１世紀に入り方向転換すべき時代になっています。経済的には先進国の仲間入りはできましたが、心をどこかに置き忘れてしまったようです。『弱者優先』から『弱肉強食』の間違った方向に走り始めています。

交通戦争が激化する中、死亡者数は減少しましたが、医療の進歩と共に重度障がい者が増加傾向にあります。軽車両である自転車と人の死亡事故も起き、今までになかった事故の形態になってきています。

私は、交通事故が原因で身体障がい者となりましたが、健常者から障がい者になると、周囲の見る目は大きく変わりました。健常者と障がい者との区別が、差別に繋がり、車椅子を使っているだけで車椅子と言う『物』扱いされます。しかし、私達は『人』です。

　憲法や障害者基本法でも、私達の基本的人権は保障されているはずです。

例えば、トイレの問題に関しても、町に出ると一体どこに使えるトイレが有るでしょうか？やっと見つけたトイレまで、健常者に占領されると、私たちが使えるトイレがなくなってしまいます。

私は、体の故障は道具を使うと少しはカバー出来ます。障がいにあわせた補装具の支給が有ると、それだけでも自立に繋がります。しかし、障がいにあわせた補そう具を作ると、差額金の負担及び補そう具の１割負担になります。私の場合には、相当な負担を強いられる結果になりました。

日常生活の自律の為に、ヘルパー派遣を受けると、応益負担と言う名目で費用負担を強いられますが、それは、利益を得た事になるのでしょうか？

重度障がい者には支給時間を増やして、見た目には自立できるようにも思われますが、支給時間をいくら増やしても、来てくれるヘルパーさんは殆どいません。私自身、192時間まで支給はありますが、来てくれている時間は半分も有りません。来てくれない部分は、殆どが家族への依存と負担です。これは、私にとっても、精神的な

負担が大きなものがあります。

移動に関しても、本来移動支援のヘルパーさんを確保できない為
に、１人で外出することも多く、たまにヘルパーさんと同行で電車の切符を買うにも、健常者の不正により切符の購入も毎回障害者手帳を見せなければ、割引切符を購入する事もできません。

自由に通行出来るできる改札口すら殆どありません。これは、鉄道事業者の責務のはずですが、バリアフリー新法が施行されても、円滑な移動には繋がりません。

例えば、阪神の甲子園球場に行くにも、阪神甲子園駅にはエレベ
ーターの設置すらありません。結局、隣の鳴尾駅まで電車に乗り、
そこから一駅車いすで移動するしかありません。

駅の改札で降車駅を告げると、気持ちよく対応してくれる駅員さんに当ると、こちらも気持ちよく外出できます。しかし、新幹線の電話予約の時に「出発する1時間前までに駅長室に来てください」と待たせて当たり前のように言われると、円滑な移動が出来ないものにとっては、悲惨な現実しかありません。

また、降車駅への連絡ミスが有ると、スロープがないので電車から降りることもできません。電車が止まって振替輸送になっても、駅員さんに気がついて貰えない限り降りることも不可能です。これでは自由に移動する権利も確保されていません。

私の家の近くの阪神千船駅周辺は、山のように放置された自転車の為に私は危険な車道を通行するしか無かったのです。いくど自動車に轢かれそうになったかわかりません。そのため、ひとりで関係部署をコツコツと回り、関係部局を集めて協議会の設立までしました。今は大阪市の放置自転車対策のモデル地区となっています。

この障害者自立支援法は、障がい者の自立を促すと共に、支援するという部分が有ってしかるべきですが、支援の部分は全くなく、負担だけを強要している法律です。『自立支援法』が施行された時に、私は『自殺支援法』が出来たと感じました。これは『弱者切捨て』の法律です。

　現在私は、大学院でユニバーサルデザインの指導を担当しております。ユニバーサルデザインをひと言で言うと『誰もが皆で普通のくらし』です。

最後に、立って歩く幸せ、手が動く幸せ、目が見える幸せ、耳が聞こえる幸せ、鼻で息ができる幸せ、口で話す幸せ、口で食べる幸せ、それを当たり前と思っている不幸。私たちはそのどれかを失ってしまいました。しかし、手伝って頂いたら「ありがとう」と感謝する幸せ頂きました。

健常の方には「当たり前と思っている不幸」を『お手伝いできる幸せ』に変えて頂きたいと思います。私たち障がい者の笑顔を守ってください!私たち障がい者から笑顔を奪い取
らないで下さい!　写真は岡島さんとお母さん
将来の自立のために「応益負担撤廃！」　　　
岡島　哲朗
私は、ワークセンターに通所しています。パソコンを使って作業を行う印刷班に所属しています。
自立支援法の応益負担によって、施設とヘルパー利用料金負担が、私の生活を圧迫しています。将来の自立に向けて、月・火・木曜日にヘルパーを使って、食事作り、入浴サービスを利用して、一人暮らしの生活を目指しています。サービス利用が出来ないと、自立の道が遠ざかります。そして身体がさび付いて動けなくなり、ワークセンターに行けなくなります。そうなると地域のつながりが無くなります。父と母もいつ倒れるかわかりません。それに応益負担による利用料の支払いで、結婚資金もためることが出来ません。応益負担を撤廃してください。お願いします。
（岡島さんのお母さんの意見陳述は、次号に掲載します。）
<弁護団の主張>　
立法過程から見た支援法の違法性！！！（原告第４準備書面）

１　真の立法目的は福祉サービスの利用抑制と財源の当事者への負担だった！

　２００３年４月に支援費制度が発足しました。これによる福祉サービスの利用増大は、措置制度の下では抑えられがちであったニードが顕在化したものでした。このような福祉サービスの利用増大は当初から予想されていましたが、必要な予算措置が講じられることはなく、予算不足が生じてしまいました。この背景には、日本の障害者関連予算への配分水準が国際的に際だって低いということがあります。

そして、２００４年１月８日、厚労省は介護保険と障害者施策の統合方針を表明しました。本来はニードの増加を予測した予算確保がなされるべきであるのに、厚労省は、一般財源で確保するのではなく、早々と、介護保険と統合して保険財源化することにより財源不足を解消しようとしたのです。

このように、支援法の議論の出発は、後に政府・与党がいろいろな立法趣旨を付け加えていますが、まさにこの財源問題に端を発し、利用の抑制と財源の当事者への負担を意図して始まったことを、ここに銘記する必要があります。

２　支援法案に対する強い批判と拙速な審議

　しかし、介護保険制度との統合は、様々な事情から当面困難であると先送りになり、これを受けた厚労省は、１０月１２日の第１８回障害者部会において、突然に、｢改革のグランドデザイン案｣を提示し、そこに「応益負担制度」導入を明記しました。そして、その後わずか４ヶ月後に提出された支援法案には「応益負担制度」が導入されていたのです。支援法成立までの審議過程は以下の通りです。２００５年（平成１７年）
２月１０日　障害者自立支援法案　第１６２回通常国会上程
８月　８日　衆議院解散　廃案
９月２１日　第１６３回特別国会上程
１０月３１日　衆議院可決　

　与党が大勝した第１６３特別国会では、法案再上程から衆議院可決までわずか４０日あまりでした。第１６２通常国会、第１６３特別国会の審議において、特に「応益負担制度」に対して、以下のような議員や参考人、当事者から様々な批判や不合理な実態が指摘されました。
○そもそも障害者福祉サービスは「利益」なのか

・園田康博議員（民主党）「障がいのある人からすれば、ゼロにもなれてない状況をなんとか健常者と同じ生活にもっていくことが「利益」というのは納得ができない」（平成１７年２月２３日の衆議院・厚生労働委員会）
・福島瑞穂議員（社民党）「障がいのある人がお風呂にはいったり、移動したりということは当然の権利で、これに対して利益だからお金を払えというのはどうなのか」（平成１７年３月１０日参議院・予算委員会）
〇障害が重く、利用が増えるほど、負担が増えるのはおかしい
・小林正夫議員（民主党）「障がいが重く利用が増えるほど負担が多いというのが、果たして福祉の理念に沿うのか」（平成１７年３月１６日参議院・予算委員会）
〇低所得者が大半を占める障がい者の生活実態に基づく負担軽減の必要性の指摘
・与党の石崎岳議員（自民党）「障がい者のうち１８％が生活保護世帯、７７％が障がい年金のみの世帯で、費用を支払える人は全体の５％に過ぎないという実態である。にもかかわらず、たとえば、グループホームに住んでいる知的障害の方で６０時間のガイドヘルプを使う場合、９万３０００円の収入に対し、支出が９万２５００円でありトントンであるが、これに移動介護に費用負担１万５０００円がかせられ、工賃２万円から引かれる。」（平成１７年５月１１日衆議院・厚生労働委員会）
〇軽減措置を受けたとしても、生活保護水準以下の生活
・小池晃議員（共産党）は、授産施設や作業所などの通所施設の利用料が月額２万９２００円に及ぶこと（減免制度を利用しても１万２６００円の負担になること）、他方作業所の工賃は平均で月７３０
０でしかなく、いずれにしても工賃より遙かに高い利用料を徴収さ
れること、入所施設の場合にはほとんどの障がい者が月額２万５０００円（一日８００円）しか手元に残らないことを指摘した（平成１７年１０月４日参議院厚生労働委員会）。
このような批判や指摘にもかかわらず、これら批判を反映することはありませんでした。

３　全国から１１０００人集まる！！

国会における審議が、障がい者や障がい者団体の意見や生活実態を反映せず、野党からの修正案にも抜本的な見直しの姿勢を見せない政府・与党に対し、全国の障がいのある当事者やその家族、支援者の支援法案への怒りと不安は大きな渦となって巻き起こりました。そして、平成１７年７月５日、「このままの障害者自立支援法では自立はできません。７．５緊急大行動」が提起され、日比谷公園には、全国から１１０００人もの障害者が参加しました。

尾辻厚労大臣は、翌日の衆議院・厚生労働委員会での審議でこのような声の高まりを認めざるをえない状況にありましたが、この障がい当事者らの叫びが支援法に反映されることはありませんでした。

４　データミスが続出！
第１６２通常国会において、平成１７年７月６日の衆議院・厚生労働委員会では、厚労省が、対象となる者の多くの者が軽減措置の対象となり負担は少ないと説明する根拠資料が、そもそも実態を反映しないものであったことが判明しました。また、平成１７年７月８日の衆議院・厚生労働委員会では、更生医療、育成医療について虚偽のデータを資料として審議がなされてきたことが判明し、さらに、平成１７年７月９日の衆議院・厚生労働委員会では、自立支援医療のデータミスが判明しました。データミスは、結局、６種類１１項目にものぼりました。すなわち、第１６２通常国会における政府提案の立法事実は、データミスを含め障がい者の実態を全く反映しないものであったのです。

　　　さらに、第１６３特別国会においては、審議の最終日である、平成１７年１０月２８日の衆議院厚生労働委員会で大きなデータミス発覚しました。しかし、そのまま採決は強行されてしまいました。

５　まとめ
以上述べた通り、支援法の立法過程は、障がい者の自立観や障がい者福祉施策の基本に矛盾するような内容の不合理さからも、またデータミスも含め障がい者の生活実態や声を全く反映していないことからも、そして結論ありきの手続的な進め方からも、極めて特異で異常な制定過程を辿った法律であり、その立法行為の違法性は明らかなのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
（弁護士・弘川欣絵）
報告集会には180人が参加　　
青木弁護士から本日の公判について報告。弁護団で当時の膨大な国会議事録を読みまとめ準備書面を作成する中、立法の動機や成立経過の違法性がわかったこと、「みんなで支え合うことが必要」と暗記できるぐらい同じことしか言っていなかった尾辻厚生大臣の当時の国会答弁を紹介しました。
栂さん・岡島さん・岡島母から意見陳述の感想、京都と愛知の弁護士さん・大家連の川辺さん・第3次提訴予定の奥村さん父子から
コメントをいただきました。
報告集会後、前回に引き続き、原告・弁護団・めざす会事務局の懇談会を食事をしながら開催しました。
公判傍聴、宣伝行動、報告集会、懇談会参加の皆さん本当にお疲れ様でした。
(第３回公判傍聴者の感想より)　わかくさ福祉会・常井さん
　公判の傍聴は前回に続き２回目となる。今回もお二方の原告が意見陳述をされた。お一人はご高齢で、もうお一人は重い言語障害があった。こうした方々が、裁判に参加されねばならない事自体がそもそも異常なのである。必ずしも「情」に訴える意図はないかも知れないが、被告の国や３名の裁判官には重く受け止めてもらいたいと思う。「情」に対する「理」としては、高江弁護士が自立支援法の不当性を理路整然と論拠されたが、冷静であるはずの弁護士が腹立しさの余りか、次第に言葉に怒気を含んできたことが、不謹慎ではあるが可笑しかった。

☆次回第５回公判　と　き:１０月１５日(火)午前１１時より
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